


受付期間

令和6年4月23日（火）〜令和6年6月11日（火）

補助率
補助対象経費の

3/4 以内

補助金額

上限:500万円
下限:200万円

事業実施期間

令和6年4月1日 から

令和7年1月31日 まで

脱炭素社会の実現に向けて、市内の中小企業等が脱炭素社会への貢献
と経営基盤及び競争力の強化の両立を促進することを目的として、「川崎市
脱炭素貢献型新技術・新製品等研究開発補助金」の募集を行います︕

 原材料・消耗品・資料等の購入に要する経費
 機械装置・工具機器のリース・購入・修繕に要する経費
 外注加工、検査・調査等の外部委託に要する経費
 産業財産権の導入（取得・使用）に要する経費
 外部専門家による技術指導の受入れに要する経費
 助成業務に係る講演、成果展示、情報発信等の経費
 助成事業の一部を第三者と共同で実施するために負担した経費

対象者

対象
分野

対象経費

＼ 市内中小企業向け ／

川崎市脱炭素貢献型
新技術・新製品等研究開発補助金

市内に事業所を有して１年以上事業を営んでいる中小企業等
※1年未満でも市長の指定する施設等に入居している中小事業等は対象となります

 「環境汚染防止分野」に資する技術・製品・システムの研究開発
 「地球温暖化対策分野」に資する技術・製品・システムの研究開発
 「廃棄物処理・資源有効利用分野」に資する技術・製品・システムの研究開発

※ 制度の詳細、公募要領、申請方法等は川崎市ＨＰから御確認ください
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000164802.html

問い合わせ先︓川崎市経済労働局イノベーション推進部
TEL︓044-200-2335 E-mail:28ecotech@city.Kawasaki.jp

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000164802.html

